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特別養護老人ホーム清風苑（短期入所）利用料金表 

 

令和４年１０月 1日料金改定 

（介護予防）短期入所生活介護（１日あたり）    

【保険適用分】：単位数 

①基本料金（１日あたり） 

 要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

基本単位 

（多床室・従来型個室） 
446 555 596 665 737 806 874 

 

②加算料金（該当する項目について加算されます） 

加 算 区 分 
加算割合または単位数 該当 

項目 要支援 要介護 

生活相談員配置等加算 １３ ―  

生活機能向上連携加算 （Ⅰ） ３ヶ月毎に月 100  

生活機能向上連携加算 （Ⅱ） 月２００・月１００  

機能訓練体制加算 １２  

個別機能訓練加算 ５６  

看護体制（Ⅰ） ― ４  

看護体制（Ⅱ） ― ８  

看護体制（Ⅲ） ― １２  

看護体制（Ⅳ） ― ２３  

医療連携強化加算 ― ５８  

夜勤職員配置加算（Ｉ） ― １３ 〇 

夜勤職員配置加算（Ⅲ） ― １５  

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ７日間まで 200 〇 

若年性認知症利用者受入加算 １２０ 〇 

利用者送迎加算（片道） １８４ 〇 

緊急短期入所受入加算 ― ７（14）日間まで９０ 〇 

療養食加算 回８ 〇 

在宅中重度受入加算 

（１）看護体制Ⅰ・Ⅲ

を算定している場合 
― ４２１  

（２）看護体制Ⅱ・Ⅳ

を算定している場合 
― ４１７  

（１）（２）いずれも

算定している場合 
― ４１３  

看護体制加算を算定

していない場合 
― ４２５ 〇 

認知症専門ケア加算 
（Ⅰ） ３  

（Ⅱ） ４  

サービス提供体制強化加算 
（Ⅰ） ２２  

（Ⅱ） １８  
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（Ⅲ） ６ 〇 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 月所定単位数×83/1000 〇 

（Ⅱ） 月所定単位数×60/1000  

（Ⅲ） 月所定単位数×33/1000  

介護職員等特定処遇改善加算 
（Ⅰ） 月所定単位数×27/1000 〇 

（Ⅱ） 月所定単位数×23/1000  

介護職員等ベースアップ等支援加算 月所定単位数×16/1000 〇 

・「サービス提供体制強化加算」「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は支給限度額管理の対象外項目です。 

 

③減算事項 

減 算 事 項 減算割合または単位 

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合 
９７ 

１００ 

利用者の数が入所定員を超える又は介護・看護職員の員数が

基準に満たない場合 

７０ 

１００ 

共生型短期入所生活介護を行う場合 
９２ 

１００ 

長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 ３０単位 

※介護保険適用分合計金額は、上記該当する項目の単位数合計に、地域区分（７級地）とし

て 1017/1000 を加算した額となります。２割（３割）負担の方は上記該当する項目の介護

職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善、介護職員等ベースアップ等支援加算を除く

合計を２倍（３倍）にした数に、介護職員処遇改善加算率、介護職員等特定処遇改善率、

介護職員等ベースアップ等支援加算率を個別にかけて地域区分（７級地）として 1017/1000

をかけた額が目安（正しくは端数処理があるため）となります。 

※自己負担割合は各利用者の負担割合証（１～３割）にてご確認ください。 

 

 

【保険適用外】：円 

食費 第 4段階 1,600 第 3段階②1,360  第 3段階①650 

  第 2段階 390  第 1段階 300 

滞在費（従来型個室） 第 4段階 1,171 第 3段階②820 第 3段階①820 

第 2段階 420、第 1段階 320 

滞在費（多床室） 第 4段階 855 第 3段階②370 第 3段階①370 

第 2段階 370 第 1段階 0 

日用品費 70 

預かり金品管理費 50 

持込電気製品電気代 50（１品あたり） 

行事参加費 １回 200～500（外出、施設内行事等参加ごと） 

その他費用 
医療費、理美容費、私物や嗜好品の購入、提供食以外の希望食等

については実費負担となります。 

※滞在費・食費については、収入によって減免の措置が受けられる場合があります。 
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※費用基準額は下記のとおりです 

負担段階 主な対象者 食費 

滞在費 

従来型

個室 
多床室 

第１ 

段階 

・生活保護受給者 

・世帯（世帯分離をしている配

偶者を含む。以下同じ。）全

員が市町村民税非課税であ

る老齢福祉年金受給者 

かつ、預貯金等が 

単身で 1,000万円 

夫婦で 2,000万円 

以下 

300 320 0 

第２ 

段階 

・世帯全員が市町村民税非課

税であって、年金収入等

（※）80万円以下 

かつ、預貯金等が 

単身で 650万円 

夫婦で 1,650万円 

以下 

600 420 370 

第３ 

段階① 

・世帯全員が市町村民税非課

税であって、年金収入等

（※）80 万円超 120 万円以

下 

かつ、預貯金等が 

単身で 550万円 

夫婦で 1,550万円 

以下 

1,000 820 370 

第３ 

段階② 

・世帯全員が市町村民税非課

税であって、年金収入等

（※）120万円超 

かつ、預貯金等が 

単身で 500万円 

夫婦で 1,500万円 

以下 

1,300 820 370 

第４段階 
・世帯に課税者がいる者 

・市町村民税本人課税者 
1,600 1,171 855 

※公的年金等収入金額（非課税年金を含みます）＋その他の合計所得金額 

 

 

 

 

 

 


